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令和3年度第3回津市地域公共交通活性化協議会の会議結果報告 

 

1 会議名 令和3年度第3回津市地域公共交通活性化協議会 

2 会議日時 令和4年1月7日（金）午後2時から午後4時00分まで 

3 開催場所 津市センターパレスホール（津市センターパレスビル５階） 

4 出席した者の 

  氏名 

（津市地域公共交通活性化協議会委員） ※順不同 敬称略 

松本幸正（会長）、岸野隆夫（副会長）、渡邉 公隆（副会長）、 

荒木康、伊藤好幸、川端邦裕、村上毅、森本誠交通第一課長（片

山委員代理）、阪野房義、鈴木博行、伊藤成美、竹田治、谷山昭、

中野孝、中平恭之、西川明正、岸江昭憲副課長（羽田委員代理）、

宮崎清、高橋克典、宮崎利章 

 

（事務局） 

都市計画部次長 落合毅人 

交通政策課長 垣野哲也 

交通政策・海上アクセス担当主幹 杉﨑雅人 

交通政策・海上アクセス担当 桂京佑、坂井亜希子 

建築指導課 建築指導担当副主幹 大井清 

5 内容 1 委員の交代について 

2 津市地域公共交通活性化協議会委員公募要領の改正について 

3 自主運行バス及び津市コミュニティバスの運行変更について  

4 津市地域内フィーダー系統確保維持計画に関する事業評価に

ついて 

5 自主運行バス及び津市コミュニティバス運行事業に係る数値

目標の設定について 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0人 

8 担当 都市計画部交通政策課交通政策・海上アクセス担当 

電話番号 059－229－3289 

Ｅ-mail 229-3289＠city.tsu.lg.jp 
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【令和3年度第3回協議会の議事内容】 

 

＜事 務 局＞ 開会に先立ちまして、本日の会議進行について、注意点をご説明させていただ

きます。 

本日の会議では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、人と人との

間隔を空けるため、一人一席としております。 

会場が広いことから発言の際にはマイクをご使用いただきたいと思いますが、

数に限りがあるため、無線マイクを持った担当が各委員の皆様のところまでマイ

クを運ばせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、お忙しいところご出席いただき、ありがとうございます。 

ただいまから、令和３年度第３回津市地域公共交通活性化協議会を開会させ

ていただきます。 

議事進行につきましては松本会長にお願いしたいと思います。会長、よろしく

お願いいたします。 

 

＜松本会長＞ 改めましてあけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い

します。このように皆様にお集まり頂いたのは大変久しぶりでうれしく思ってお

ります。そんな中、年末、人出も報道を見ますと例年に近いぐらいに戻って来て

いることで、公共交通にとっても大変いい傾向だなあと思っていたのですが、残

念ながらオミクロン株が拡大している状況で、公共交通にとってはしばらくの間

長い冬に入ってしまうのかなあと思っておりますが、ここは皆さんと一致団結し

ながら地域の足ということで公共交通を守っていく必要があると思います。今後

ともどうぞご協力宜しくお願いしたいと思います。 

まず、初めに出席状況の確認を事務局からご報告をお願い致します。 

 

＜事 務 局＞ 本日の会議は、委員総数２０名のうち１７名の出席をいただいております。 

津市建設部建設政策課の荒木委員が少し遅れてくるということでございます。

それと、公募委員の森田委員とタクシー協会津支部の村田委員につきましては欠

席するとのご連絡をいただいております。また、三重県地域連携部交通政策課長

の羽田委員に代わりまして岸江副課長に、 三重県津警察署交通官の片山委員に

代わりまして森本交通第一課長に代理出席をいただいております。 

以上でございます。 
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＜松本会長＞ ありがとうございました。 

規約第 8 条第 2 項の規定による成立要件を満たしておりますので会議が成立

ということで進めさせていただきます。 

それでは、お手元の事項書に従って進めてまいりたいと思います。 

事項１「委員の交代」について、事務局からご報告をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項１『委員の交代』について、ご説明申し上げます。 

協議会委員の任期につきましては、『津市地域公共交通活性化協議会規約』第

７条第１項の規定により、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年

間となっておりますが、所属機関の人事異動等により、前回の皆様にお集まりい

ただきました令和２年度第４回の会議から７名の委員が交代されております。 

第１回・第２回協議会を書面にて開催させていただきましたので、交代された

委員の皆様を簡単にご紹介させていただきます。 

【資料１－１】をご覧ください。今回交代された委員の氏名と委嘱日及び任命

日について記載しております。上から順にご紹介させていただきますので呼ばれ

た方はご起立下さい。津市自治会連合会より前任の横田委員に代わりまして岸野 

隆夫（きしの たかお）委員、三重交通株式会社中勢営業所長内山委員に代わり

まして川端 邦裕（かわばた くにひろ）委員、三重交通労働組合中勢支部 支

部長村田委員に代わりまして高橋克典（たかはし かつのり）委員、三重県地域

連携部交通政策課長 天野委員に代わりまして羽田綾乃（はだ あやの）委員、

羽田委員につきましては、本日代理での出席をいただいております。続きまして、

三重県津警察署交通官 藤田委員に代わりまして片山 康幸（かたやま やすゆ

き）委員、片山委員につきましては本日代理での出席をいただいております。続

きまして、三重県津南警察署交通課長 谷口委員に代わりまして宮崎 利章（み

やざき としあき）委員、津市建設部建設政策課長 濵地委員に代わりまして荒

木 康（あらき やすし）委員が新たに就任されました。 

今期の会議につきましては、今回を含め２回の開催を予定しており、残すところ

わずかとなりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

現行の津市地域公共交通活性化協議会構成員名簿は【資料１－２】のとおりです。 

 事項１『委員の交代について』のご説明は以上です。 

 

＜松本会長＞ ありがとうございました。 

では、新委員の皆様方どうぞ宜しくお願い致します。 
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それでは、次に事項２「津市地域公共交通活性化協議会委員公募要領の改正」

について、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ 事項２「津市地域公共交通活性化協議会委員公募要領の改正」について、ご説

明申し上げます。 

【資料２－１】をご覧ください。 

まず、委員の公募に係る概要ですが、津市地域公共交通活性化協議会は、住民

又は地域公共交通の利用者を構成員とすることとしており、当該委員は自治会

連合会及び社会福祉協議会からの推薦のほか、公募を実施し選定しております。 

公募による委員の選定にあたっては、津市地域公共交通活性化協議会委員公

募要領において、選考に必要な事項を定めております。 

今回改正する内容につきましては、公募委員の応募資格として定める会議へ

の出席可能回数を「２箇月に１回程度」から「年４回程度」に変更するという

ものです。 

改正の理由といたしましては、平成２９年度から第２次津市地域公共交通網

形成計画の策定並びに自主運行バスの見直し及び津市コミュニティバスの再編

に係る協議のために会議の開催回数を増やしておりましたが、こうした協議が

終了したため、今回の改正により公募委員の応募資格として定める出席可能回

数を従来通りの回数に戻したいと思います。 

具体的な改正箇所については、新旧対照表のとおり、第４条の応募資格の（４）

につきまして、現行は２箇月に１回程度、つまり年６回程度会議に出席できる

者としているところ、改正案として年４回程度に変更したいと思います。 

今回の改正案のとおり修正した公募要領は【資料２－２】のとおりです。 

この改正案で来月公募を実施したいと考えておりますことから、要領の改正

につきまして、ご協議くださいますようお願い申し上げます。 

事項２「津市地域公共交通活性化協議会委員の公募要領の改正について」のご

説明は以上です。 

 

＜松本会長＞ ありがとうございました。 

それではただ今の議案に対しましてご質問、ご意見があれば頂戴したいと思

います。いかがでしょうか。 

 

＜竹 田 委 員＞ 改正案について異議はありませんが、ただ回数を減らすということについて、
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住民のニーズがあるにも関わらず議論がなかなかテーマにならない問題を感じ

ておりまして、年１回程度それらを集約した形で、特徴的なものを議論して、ど

う市政へ反映してもらうか、そういう場があって良いのではないかと思います。

そういう点を考慮していただいて年間の運営に当たっていただければ幸い、と意

見として申し上げたい。以上です。 

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございました。 

そもそもこの地域公共交通活性化協議会、これは道路運送法、それから地域公

共交通の活性化再生法に基づく法定協議会でございまして、特に活性化再生法に

基づく法定協議会という意味では、やはり地域の抱える問題を委員の皆さんと共

有しながらその解決にあたり、地域にふさわしい交通を実現していくという趣旨

があるかと思います。そういう意味では、今竹田さんが言われたような、地域で

いろんな問題があればここで意見交換しながら、それについて何らかの対応を探

っていくという姿勢が必要だと私自身も思っております。一方でこれまで書面会

議等々が多くてコロナもあって、なかなかそういう意見交換の場がなかったわけ

ですが、今後時間が許す限りそういった意見交換をしたいと私自身思っておりま

す。事務局そういうことでよろしいですか。 

 

＜事 務 局＞ はい、そうですね。改正の部分は会議の回数を公募要領にうたっていましたの

で改正させてもらいました。本協議会の議題・議事の中にコミュニティバスと自

主運行バスの数値目標等を設置する中で、地域の方の意見交換も含めた進め方等

についても出てきますので、そちらも考慮に入れて頂きますよう、よろしくお願

いいたします。 

 

＜松 本 会 長＞ ということでございますので、年４回程度でございますから、１回あるいは

２回程度の増加は可能かなと思っております。広めに読んでいただき必要であれ

ば、この会議を開催いただいて地域の方々あるいは皆さんとの意見交換の場とい

うものを設けていければと思っています。どうもご意見ありがとうございました。 

その他、皆様方いかがでしょうか。 

では、特にこの改正自体につきましてはご異議ないようでございますので、ご 

            承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

では、この改正案自体はご承認いただいて、２ヶ月に１回程度、年４回程度と
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いうことで広報していただければと思います。ただ、会議の内容と致しまして地

域が抱える問題、交通の問題等々意見交換の場を今後行っていくことで進めてま

いりたいと思います。ありがとうございました。 

つづきまして、３番「自主運行バス及び津市コミュニティバスの運行変更」に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項３「自主運行バス及び津市コミュニティバスの運行変更」につ

いてご説明申し上げます。 

まず、初めに自主運行バスの運行変更についてご説明申し上げます。 

【資料３－１】をご覧ください。 

今回、運行変更を行おうとする路線は、自主運行バスの『豊野団地線』であり、

主として、津駅を出発したものが、豊野団地を経由し、また津駅に戻ってくると

いう循環運行を行っている路線です。 

豊野団地線は、国道２３号線を運行路線としており、三重大学前の道路渋滞等

の影響により、７時３１分「津駅」発、８時１４分「津駅」着の２便目につきま

しては、到着時刻が遅れる場合がありますことから、次便以降に遅延の影響がで

ないように、３便目から５便目までの運行時刻を遅らせようとするものが、今回

の変更の内容です。 

具体的な運行時刻については、【資料３－２】をご覧ください。 

資料中段の変更前及び変更後の運行時刻をご覧ください。２便目として、７時

３１分に津駅を発車したバスが豊野団地を経由し、８時１４分に津駅に到着後、

３便目として再度８時３１分から同様の循環運行を行うこととなっております

が、三重大学前の渋滞等により、２便目の津駅への到着時間が遅れた場合、８時

３１分に３便目が津駅を発車できない事態が見られますことから、変更後は３便

目については、津駅の発車時刻を１５分遅らせ、８時４６分発とし、全停留所に

おける発車時刻もすべて１５分繰り下げております。 

これに伴い４便目及び５便目についても、時刻の繰り下げが必要になります

が、変更に当たりましては、運行路線のうち「津駅」－「一身田東」間を同じく

運行する津新町大里線の運行時刻と重ならないよう配慮し調整しております。 

４便目につきましては、「津駅」から「一身田東」方面に向かう津新町大里線が

９時４３分、１１時４３分にそれぞれ津駅を出発しますことから、豊野団地線の

津駅発時間を中間時間帯の１０時３１分としております。 

最後になりますが、運行変更の日につきましては、令和４年４月１日付けとさ
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せていただきたいと考えております。 

自主運行バスのご変更につきましては以上です。 

続きまして、津市コミュニティバスの運行変更についてご説明申し上げます。 

【資料３－３】をご覧ください。 

変更を行おうとするルートは南部地域（久居西循環ルート）であり、当該ルー

トの停留所である「榊原出張所」停留所と「八知山」停留所の中間に位置する沿

線集落に利用者がみえ、当該利用者から集落の近くに停留所を設置してほしいと

の意見がありましたことから、運行路線上に停留所を追加することで、利便性の

向上を図りたいと考えております。 

２ページ目をご覧ください。 

停留所の追加につきましては、現在、南西部地域（白山地域）の八対野・大三

ルートにおいて運用しております既存の停留所である「落合橋」停留所を活用し、

新たに停車するよう運行計画を変更したいと考えており、所管となる津南警察署

にはこの旨報告済です。 

また、当該変更に伴う運賃の変更はありません。 

運行時刻については【資料３－４】をご覧ください。 

追加する「落合橋」停留所を網掛けで示しております。当該停留所を追加して

いる以外、現行のダイヤと変更はありません。 

続きまして【資料３－５】をご覧ください。 

変更しようとする久居西循環ルートの路線図であり、路線及び停車する停留

所はオレンジ色で、当該ルートに追加を予定している「落合橋」停留所は黄色で

示しています。 

変更時期につきましては、本協議会にてご承認をいただき、運行事業者と最終

調整を行い、早ければ今月中旬にも実施をしたいと考えております。 

事項３「自主運行バス及び津市コミュニティバスの運行変更について」のご説

明は以上です。 

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございました。 

それでは、ただいまの議案に対しましてご質問ご意見等ございましたら頂き

たいと思います。いかがでしょうか。 

これは、既存のバス停を使うということですね。 

 

＜事務局＞   はい。その通りです。 
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＜松本会長＞  そして、ルートの変更もないことで、一般的には変更の場合は 1 ヶ月と 1 週

間等々が必要ではございますが、今回の場合はそういった日程も必要なく１月の

半ば以降で変更可能ということでよろしかったですか。 

 

＜事務局＞   はい、そのようにさせていただいております。 

 

＜松本会長＞  ありがとうございます。 

いかがでしょうか。特にございませんか。 

特にご異議がないようですので、１つ目の時刻表の変更、これは渋滞がひどく

て遅延が生じていることと、ドライバーさんの休憩時間が確保できないというこ

ともありますので、３便目の８時３０分ぐらいの便を１５分程度ずつ遅らせてい

くということです。もう一つは途中の経由の場所に新しくバス停を作ると言うこ

とでございます。 

特にご異論ないようでございますので、この件に関しましてご承認いただく

ということでご異議ございませんでしょうか。ありがとうございました。それで

は、ご異議なしということですので会議として承認したとさせていただきます。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。 

４番「津市地域内フィーダー系統確保維持計画に関する事業評価」について、

事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項４「津市地域内フィーダー系統確保維持改善計画に関する事業

評価」についてご説明申し上げます 

まずは【資料４－１】をご覧ください。 

「１ 事業評価の概要」に関しまして、津市コミュニティバスのうち、国が定

める一定の基準を満たす系統につきましては国の補助金をいただいて運行して

おりまして、この補助金をいただくため、当協議会では毎年「津市地域内フィー

ダー系統確保維持計画」という計画を作成し、国に提出しているところです。 

協議会は策定した計画に基づき実施した補助対象事業について、国の様式に

基づき評価を行い、その結果を地方運輸局長に報告しなければならないこととな

っておりますことから、本日は令和３年度計画における補助対象系統の運行等に

つきましての評価をお願いいたします。 

事業の評価に入ります前に、資料の下段にございます「４ 計画策定から事業
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評価までの流れ」をご覧いただきたいと思います。 

こちらは、計画策定から事業評価までの流れを時系列に示したものでござい

まして、令和３年度計画につきましては、令和２年６月に計画を策定したうえで、

１０月から翌年９月までの１年間で事業を実施し、年明けの令和４年１月に自己

評価を実施するといった流れをご確認いただけるかと思います。 

また、２月には二次評価との記載がございますが、二次評価につきましては、

当協議会が提出した事業評価結果を基に中部運輸局と三重運輸支局が評価を実

施することとなっておりまして、加えて学識者と運輸局の幹部で構成される第三

者評価委員会による評価も実施されることとなっております。 

それでは、【資料４－２】をご覧ください。こちらは国が定める様式でござい

ます。 

Ａ４横書き１枚の資料とＡ３横書きのホチキス止めの資料がありますが、Ａ

３の資料からご説明させていただきます。 

左から番号順に「補助対象事業者の名称」、「補助対象となる系統の名称」、「前

回の事業評価結果の反映状況」、「計画に基づく事業が実施されたかどうかの評

価」、「計画における目標の達成状況」、「今後の改善点」について記載することと

なっております。 

時間も限られておりますことから、⑤の目標の達成状況及び⑥の今後の改善

点につきまして、ご説明させていただきます。 

まず初めに、目標の達成状況につきまして、令和３年度計画の目標値及び目標

の達成状況を測るためのＡＢＣ評価の基準についてご説明申し上げます。 

本日令和３年度計画の数値目標部分の抜粋と数値目標の設定資料を追加で配

布させていただきましたので合わせてご確認をお願いいたします。 

目標値は、新型コロナウイルスの影響がなかった令和元年度の利用者数を基

本とし、地域毎に設定しております。 

当該計画の対象期間は、令和２年１０月から令和３年９月末であり、津市コミ

ュニティバスは、令和３年４月１日付けで再編しておりますことから、計画期間

の前期及び後期で再編前と再編後の運行をそれぞれ実施していることとなりま

す。 

このため、地域毎の利用者数については、再編に伴う運行日数の増減と新たな

ルートにおける新規の需要を想定し設定しております。 

なお、当該目標値の設定については、新型コロナウイルス感染症の影響を加味

していないことから、評価段階においてこれを加味することと計画において定め
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ております。 

新型コロナウイルス感染症の影響については、新型コロナウイルス感染症の

影響を強く受けた令和２年度と、その前年度の令和元年度の津市コミュニティバ

スの年間利用者数を比較し、その減少率に応じて、評価対象期間の実績を補正す

ることで加味しました。 

具体的には、令和２年度の利用者数は令和元年度と比較して 81.5％となって

いることから、令和３年度の実績値をこの数値で割り戻し、補正値としておりま

す。以降はコロナ補正値と呼称し、ご説明させていただきます。 

ＡＢＣ評価につきましては、地域毎の数値目標を実績で達成したものについ

てはＡ評価、コロナ補正値で達成したものはＢ評価、コロナ補正値でも達成でき

なかったものはＣ評価といたしました。 

それでは、【資料４－２】の１ページ目、久居地域（南部地域）のコミュニテ

ィバスから順に、地域毎にご説明申し上げます。 

右から２列目の「⑤目標・効果達成状況」の欄をご覧いただきますと、実績値

で目標値を達成しておりますことから、久居地域につきましてはＡ評価としてお

ります。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より8％利用者が減少しましたが、

新ルートにおいて、新たに運行した津地域西部（片田地区）から久居地域の商業

施設及び医療機関への移動需要や、久居地域から津地域南部の商業施設への移動

需要に対応したことで、久居インターガーデンやイオンタウン津城山等の買い物

目的を中心に利用が伸び、目標値を達成いたしました。 

しかしながら、新たに運行した津地域南部（高茶屋及び雲出地区）での利用は

想定よりも少ない結果となりました。 

続きまして、２ページ目へ移らせていただきます。 

河芸地域につきましては、コロナ補正値で目標値を達成しておりますことか

ら、Ｂ評価としております。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より 17％利用者が増加しており

ましたが、新ルートのうち、河芸南・一身田・白塚循環ルートについては、河芸

地域から津地域北部への移動需要に対応するため、一身田地区及び白塚地区へ延

伸したものの、再編前の類似ルートである旧河芸南循環ルートと比較すると利用

者数は約63%の減となっており、実績値での目標の達成ができませんでした。 

また、河芸循環ルートについては、地域間幹線系統「津太陽の街線」との路線

の重複を避け、当該幹線系統の利用を促進するため、千里ヶ丘団地への運行を週
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１回としましたが、当該地域において最もコミュニティバスの利用が活発であっ

た同団地からの利用が減少し、全体としても利用者が減少しております。 

続きまして、３ページ目へ移らせていただきます。 

芸濃地域につきましては、コロナ補正値で目標値を達成しておりますことか

ら、Ｂ評価としております。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より 23％利用者が減少しており

ます。新ルートについては、運行の効率化を図るため、各集落からの移動需要が

大きい地域中心部への運行を4ルートから2ルートに統合し、運行日数を週４日

から週３日に削減したものですが、旧ルートと新ルートの半年間の総利用者数を

比較すると利用者の減少は 10％と、一定の利用を維持しつつ、運行を効率化で

きており、ルートの変更に一定の効果があったものと考えます。 

続きまして、４ページ目へ移らせていただきます。 

美里地域につきましては、コロナ補正値においても目標値を達成できなかっ

たため、Ｃ評価としております。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より47％利用者が減少しており、

これは当該地域において温浴施設が大きな需要を占めていたため、新型コロナウ

イルス感染症の影響を特別強く受けたものと考えております。 

新ルートについては、運行日数を週５日から週３日へと削減するとともに、地

域内にスーパーマーケットがない当該地域の状況に鑑み、津地域及び久居地域へ

の買い物のため、一般路線との接続強化を図りましたが、津地域方面への一般路

線バスとの乗り継ぎ停留所として設定した穴倉・辰水・忠盛塚ルートの「忠盛塚」

停留所での利用はほとんどないという結果となりました。 

結果として、旧ルートと新ルート併せて目標を大きく下回りました。 

続きまして、５ページ目へ移らせていただきます。 

安濃地域につきましては、コロナ補正値で目標値を達成しておりますことか

ら、Ｂ評価としております。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より 16％利用者が減少し、新ル

ートについては、利用実態のない安濃地域東部の一部区間を廃止するとともに、

同地域から芸濃地域の商業施設への移動需要に応えるため、当該商業施設へ乗り

入れたことで、地域として利用者が大幅に増加しています。 

続きまして、６ページ目へ移らせていただきます。 

一志地域につきましては、コロナ補正値においても目標値を達成できなかっ

たため、Ｃ評価としております。 



 

- 12 - 

 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より 20％利用者が減少しており

ます。 

新ルートについては、一志東・伊勢中川駅ルートにおいて、一志地域東部と松

阪市嬉野地域の伊勢中川駅周辺を一体とした移動手段を確保するなど利便性の

向上を図ったことで、松阪市内の商業施設への利用が確認できましたが、当該商

業施設と地域内の商業施設を選択できるようになったものの、全体として利用者

の増加にはつながっておりません。 

また、一志西循環ルートについては、旧自主運行バスの多気線の廃止区間の一

部を代替する形で運行地区を拡大したルートであり、拡大した地区での利用は一

定数あるため概ね代替はできておりますが、一運行あたりの運行時間が長くなっ

たことで、従来のルートからの利便性の低下が指摘されており、利用者数につい

ても減少していると考えます。 

新ルートでの、新たな需要を見込み目標値高く設定しておりましたが、大きく

下回る形となりました。 

続きまして、７ページ目へ移らせていただきます。 

白山地域につきましては、コロナ補正値においても目標値を達成できなかっ

たため、Ｃ評価としております。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より 40％利用者が減少しており

ますが、当該地域のコミュニティバスは白山高校への通学手段としての役割を担

っており、学生の通学利用が多いルートですが、新型コロナウイルス感染症の影

響による登校日数の減少に伴い利用者数が大きく減少しているものと考えます。 

新ルートについては、白山高校をはじめとした学生の通学手段の確保や既存

の利用需要に配慮しつつ、運行日数を 20％削減しておりますが、目標値につい

ては、他の交通手段が乏しい地域であるため、運行日数が減少した中でも、運行

日への利用の集約等により一定数利用者が維持されるものとして設定しました

が、利用の集約が想定よりも進まず、目標値を大きく下回りました。 

続きまして、８ページ目へ移らせていただきます。 

美杉地域につきましては、コロナ補正値においても目標値を達成できなかっ

たため、Ｃ評価としております。 

旧ルートについては、地域全体で前年同時期より 15％利用者が減少しており

ます。 

新ルートについては、既存の利用需要に配慮しつつ、運行日数を 25％削減し

ておりますが、白山地域同様、他の交通手段が乏しい地域であるため、運行日数
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が減少した中でも、運行日への利用の集約等により一定数利用者が維持されるも

のとして設定しましたが、利用の集約が想定よりも進まず、目標値を大きく下回

りました。 

続きまして、⑥事業の今後の改善点についてご説明申し上げます。 

まず、全地域の共通の取組としまして、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、引き続き、運転士のマスクの着用や車内換気の徹底など感染防止対策を実施

するととともに、安全対策の取組状況のＰＲに努めていきます。 

また、共通の取組の２点目としまして、事項５の協議内容にもなりますが、網

計画に基づき、１便当たりの利用者数について数値目標を設定の上、各ルートの

評価を行い、ルートの見直しを図りたいと考えております。  

先ほどご説明いたしました⑤事業の達成状況の確認において、再編時の想定

に対し、利用実態が異なったルートに関しては、しっかりと評価を行った上で、

事業を見直していく必要があります。 

なお、目標数値の設定がこれからであるため、当該事業評価においては、具体

的なルートの見直しの記載はしておりません。 

 このほか、一部地域での取組としては、久居地域及び河芸地域において、再

編により新たに乗入れたルートのうち利用が少ない地区への再ＰＲをするほか、

本協議会でもご提言いただいております久居地域の大型商業施設と連携した取

り組みについても引き続き検討いたします。 

続きまして、Ａ４横書きの「事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連に

ついて」をご覧ください。 

こちらは、地域の交通の目指す姿について記載することとなっております。 

内容につきましては、第２次津市地域公共交通網形成計画において目指すべ

き将来像「快適で幸せな暮らしを支える公共交通体系が確立したまち」の実現に

向け、津市コミュニティバスを運行することで、一般路線バスのサービスを享受

することができない地域において通院、買い物等の日常生活に必要な移動手段を

確保するとともに、鉄道や一般路線バスと接続することで広域的な移動にも対応

し、機能的、効率的な公共交通網を整備することについて、記載しております。 

続きまして、【資料４－３】をご覧ください。 

こちらは、中部運輸局が独自に定めている様式でございまして、【資料４－２】

での評価に加え、上位計画である「第２次津市地域公共交通網形成計画」と「津

市地域内フィーダー系統確保維持計画」の関係性や、地域全体の交通網の中での

補助対象事業の位置づけを整理し、地域全体の交通網としての事業評価を実施す
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るため、補助対象系統が接続する幹線系統等を含めて評価することとなっており

ます。 

資料につきましては、各スライドの右上に印字されておりますページ番号を

用いて説明させていただきます。 

それでは、２ページをご覧ください。 

こちらは、令和３年２月に実施された第２次評価の結果及びそれに対する対

応を記載しており、具体的には、網計画に定める事業の着実な実施及び新型コロ

ナウイルス感染症対策のＰＲについて、これまでの対応状況と今後の方針につい

て記載しております。 

資料をめくっていただきまして、３ページをご覧ください。 

こちらには、協議会が目指す地域公共交通の姿ということで、津市及び網計画

の概要を記載しております。 

続きまして、４ページ、５ページには目標達成に向けた公共交通に関する取組

内容ということで、網計画形成に位置付けられている主な事業として、令和３年

４月１付けで実施した「自主運行バスの見直し、津市コミュニティバスの再編」

及びこれに伴う「コミュニティバスの利用促進チラシの配布」並びに「新型コロ

ナウイルス感染症対策とそのＰＲ」について記載いたしました。 

続く６ページ、７ページが計画の達成状況となっておりますが、６ページにつ

きましては【資料４－２】と内容が重複いたしますことから、説明は省略させて

いただきます。 

資料をめくっていただきまして、７ページには補助対象系統が接続している

幹線系統の利用状況を記載しております。 

幹線につきまして、特に注意しなければいけないのが「津太陽の街線」、「名張

奥津線」です。 

津市コミュニティバスの一部が国の補助金をいただいているように、幹線系

統につきましても、国及び県からの補助金を受けているのですが、一日あたりの

輸送量が１５人を下回った路線は補助対象外となってしまい、併せて当該幹線系

統に接続しているコミュニティバス等の支線までもが補助対象外となります。 

当協議会といたしましても、市内の利用の少ない幹線系統、とりわけ津市コミ

ュニティバスと接続する幹線系統の利用状況については注意し、利用の促進を行

う必要があります。 

なお、現在当該基準については、緩和措置がなされており、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、輸送量が１５人を下回った場合においても、適用されな
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いこととなっております。 

最後に８ページにつきましては、６ページ、７ページの結果を受け、今後の取

り組みとして、新たなに検討する事業や力を入れて実施する事業として、「再編

により新たに乗入れた地区に対する運行の再ＰＲ」、「新型コロナウイルス感染症

対策及びそのＰＲ」、「大型商業施設と連携した利用促進キャンペーンの検討」、

「バスの乗り方教室」に取り組む旨を記載いたしました。 

長くなってしまいましたが、以上をもちまして、「事項４ 津市地域内フィー

ダー系統確保維持計画に関する事業評価」についてのご説明とさせていただきま

す。 

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございました。これは先ほど冒頭で説明したようにこの協議会で

自己評価を行い、国に提出する大変重要なものになります。 

とはいえ分かりにくい点もあったと思います。簡単なご質問も含めてどんな

ことでも構いません。質問・ご意見等をいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

これも事務局のほうから説明がありましたが、ＡＢＣという評価も我々が決

めることでございます。果たしてＡＢＣ評価、これでいいのか。そういった面か

らでもご意見いただければと思っていますが、いかがでしょうか。 

私の方から１つだけちょっと気になるのは、Ｃ評価って結構厳しい自己評価

だと思っています。自分達で目標が高かったと言いきっているわけですが、それ

に対して改善点が少し弱いのではないか。自分でＣを付けておきながらこの改善

点か、と言われかねない気がしているのですが、その辺いかがでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ 今回は再編前と再編後の運行というのが混じっている中、またコロナウイル

スの影響もありまして、かなり高い目標を設定させていただいた中でのＡＢＣ評

価となりました。事務局といたしましてはこのコロナウイルスの影響による減で

あるのか、例えば利用者の使われ方が変わって利用が減ってしまったのか、とい

う線引きが難しい中で、２割という補正をつけさせていただき、そうした中で評

価をしていったのですけども、おっしゃられますようにコロナウイルスで減って

いる中、Ｂ評価の達成という部分でもある程度の成果はあるのかなとは思ってお

るのですけれども後ほどご説明させていただきます事項におきまして、詳細の1

便あたりの利用者数の数字が出てきますが、そこがなかなかＣ評価を付けた地域

においては厳しい結果となっておりますので、Ｃを付けさせいただいた部分がご
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ざいます。今後の取組につきましては、計画に基づき評価基準を設定しまして、

出来る限り取り組んで行きたいと思っておりますが、なかなか難しい部分がある

かと思っておりまして、この評価については先生がおっしゃられたように、Ｃに

対する取組という部分の具体性がしっかり書き込めてないことについてはご指

摘の通りだと思います。  

 

＜松 本 会 長＞ 例えば、「その後、ルート毎に事業の見直しや利用者への更なるＰＲなどの必

要な取り組みを検討し、適宜改善を図っていく。」と書かれておりますが、これ

はＢとしてはこの表現で良いと思っていますが、Ｃについては「ここのところを

もっと強くやって行くのだ。」というような表現になっても良いかなと思います。

ですから例えば言葉尻なのですけれども、「更なるＰＲの強化」とか強める様な

形容詞をいれるとか、それによってＢとＣの違いを明確にするという手はあるの

かなと思っております。あと、「また」以降ですね、コロナの対策などは全部一

緒であるべきと思っています。一番上のところの「定量的な目標値の設定の上、

各ルートの評価を行う」はほぼ一緒だと思いますので、「適宜改善を図っていく」

というところで少し強めの表現があると良いかなと思っております。事務局から

何かご提案いただけませんか。 

事務局でご検討いただき、後でご提案ください。 

竹田さん、お願いします。 

 

＜竹 田 委員＞ 久居南部の片田から久居経由で高茶屋の大型ショッピングモールまでのルー

トなのですが、かなりの沿線、長距離の路線です。それで、片田に住んでいる人

達から見た評価と高茶屋に住んでいる人の評価は随分違うと思います。高茶屋で

は実際に走っているルートというのは残念ながら比較的高齢化率の低い所、つま

り新しい団地等のしかも高茶屋地域から見ると一番南端ルートを通っていると

いうようなことですから、なかなか利用者も少ないのではないか。 

片田から高茶屋までの城山イオンのルートの総量を見るのではなくて、久居 

から高茶屋のルートを見る。高茶屋から久居のルートを見るというのは、やはり

必要になってくるのではないかと思うのです。一括してその路線そのものを評価

するのはなかなか難しくて、従って住んでいる地域の所から見ると評価が分かれ

るというようなことがあると思うのです。そういう点が私も評価書を出す際、ど

う評価して良いのか非常に難しいと思います。評価する場合にも久居を起点にし

て片田と久居、久居と高茶屋というような形で細かく評価もすべきじゃないかと
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感じております。 

以上でございます。 

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございます。 

これら路線の評価とありますが、実際には区間・区間によっても評価が異なる

のではないか、特に多くの地域を繋ぐような場合には、その地域・地域によって

の評価としても異なるのではないかというようなことだと思いますが、事務局い

かがでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ 今回の評価については、目標値の設定ということが地域ごとだったというこ

とで、地域ごとに評価ＡＢＣを付けさせていただいております。その中、考察で 

も述べさせていただきました通り、先ほど竹田委員が話された通り、各地区から

久居地域へ新たに運行した部分につきましては、利用が伸びた地区もあれば、利

用が少なかった地区、想定よりもあまり乗っていただけなかった地区がございま

す。そうした地区に対して本来であれば細かに評価していくことが大切かと思い

ますが、今回については一応包括的に評価をするという目標を立てておりました

ので、久居地域への評価という形にとどまっております。ただ、個別の対策、今

後の取組のところでも記載いたしましたように、こういった地区をあぶりだすと

いうか、見つけながらその地区に対するＰＲということも続けることを検討して

おりますので、そういったところで取り組んで行きたいと考えております。 

 

＜松 本 会 長＞ 竹田さんよろしいでしょうか。 

今の趣旨は、国に出す資料という評価としては総括的な形での評価と致しま

す。 

一方で事務局としては、各路線の部分や区間の利用状況をしっかり確認して 

おりまして、特に今後の改善、あるいは利用促進なんかに関してはそういった区

間、あるいは地区ごとにいろんな手立てを考えていくかと思っています。そうい

った路線の特性いろいろありますので、そういったところを見ていただいて、適

宜我々にも情報提供いただければよろしいかと思います。 

 

＜竹 田 委員＞ 意見ですが、元々片田という津市の西部から津市の南部までの久居経由で来る

ということ自体、コミュニティバスとして、市政として妥当なのか疑問をもって

います。まさに基幹の路線と言っても良いぐらい。おそらく三重交通の路線でも
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これだけの距離を走っている幹線の路線というのは少ないと思います。それをコ

ミュニティバスがもつというのは、非常に私自身それ自体疑問に思っておりまし

て、少なくとも例えば高茶屋の住民から見れば、片田へ行くということはほとん

ど聞かれないです。久居から片田よりも、片田から久居はずいぶん期待が大きい

と思いますし、高茶屋の住民にしてみれば高茶屋から久居というのはかなりの要

望が強いわけです。だから本当は２つに分けてもう少し細かい地域の本当に困っ

ている交通難民と言いますか、そういう人達の所へ走れるような小回りのきいた

路線にすれば、もっと全体としては充実するのではないかなと思っておりまして、

ここにもＰＲの問題だとか、ルートの改善とか述べられておりますので、その辺

を期待してもう少し住民のニーズを吸い上げるような努力を是非していただき

たいということを意見として述べさせていただきます。 

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございました。 

こうしたご意見をこれまでもいただいたと思いますが、今後そういった実際

の利用の実態を見ながら、必要な路線の見直しというところに結び付けていただ

けると良いかなと思っています。何か事務局ございますか。 

 

＜事 務 局＞ ありがとうございます。  

次の事項の方で、「自主運行バス及び津市コミュニティバスの運行事業に係る数

値目標の設定について」ということで、その辺の数値目標の設定をまずさせてい

ただいて、その上で設定しだいで今後の評価を行っていく上で、評価の悪い所に

つきましては、やはり地域の方と協議しながらより良い運行となっていくように、

その辺を考える必要があると思いますので、検討して行きます。  

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございました。 

今後、検討いただければと思います。ただ、長い路線を途中で切ったとしても、

それぞれでもう１台増やせば倍になりますが、そうじゃない限り変わらないです

ね。やり方はいろいろあるかと思いますので、そういうのも含めて必要に応じて

今後検討いただければと思います。 

事務局、ＢとＣの差別化について、何か良い案出ましたか。もう少し時間がかかりますか。＜事 

務 局＞ 確かに今Ｂ評価とＣ評価の内容は一緒のようになっていますので、や

はり差を付けるべきとご意見もごもっともですので、Ｂ評価よりちょっと強めの

表現に変えさせていただきたいと思います。今「こう変える。」となかなか言え
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ないのでそのように修正させていただきたいと思います。 

 

＜松 本 会 長＞ 出来ましたら今検討していただいた方が良いと思います。 

あるいはＢ評価をちょっと弱めても良いですよ。Ｃ評価を強めるもあります

が、Ｂ評価を弱めるというのもあると思います。基本的にはＢ評価はコロナの影

響で減りました。本来なら「達成できていました。」ですね、Ｂ評価は。Ｃは残

念ながらコロナだけではなくそれ以上に改善が必要だということでございます

ので、また、検討ください。考えていただきたい。 

その他、皆様、ご質問・ご意見等がございませんか。 

谷山さんお願いします。 

 

＜谷 山 委員＞ 今、先生のおっしゃってみえたところとリンク出来るのか難しい問題になると

は思いますが、美里地区とか美杉地区は新ルートでご利用している方が９４人と

か、もともと人数が３００人とか、どう鉦太鼓を叩いても利用客が増えようがな

いですよ。完全に過疎化してしまっている。だから、そういった方の足を確保し

なければいけないので、そこを救おうとした結果、Ｃという判定が出てしまいま

したというのも、ひとつの言い訳の材料としては十分成り立つと思います。 

 

＜松 本 会 長＞ ありがとうございます。 

おっしゃられる通りだと思います。その場合には本来は、２年前になるのです

が、２年前の６月の計画を立てるときにそのような目標値にすべきだったのです

ね、ここの地区は過疎化がどんどん進んでいる。いくら頑張っても乗れない。と

はいえ、ここはリーダーとして支えないといけないのだ、だからそれにふさわし

い数値を設定しておけば良かったですが、残念ながらこの目標値も我々が設定し

た値でして、そこに到達していないということです。ただ、今ヒントいただいて

いると思っているのですが、「どう汗を掻いてもこれはＢにはならないような地

区だと、即ち、今後まだまだ増々状況が厳しい中で、そういった地域では特にコ

ロナの影響を大きく受けた可能性もあります。従って、0.815じゃなくてもっと

減っている。したがって、結果としてこのように低くなったので、これはＣでは

なくてＢでも良いのではないか。」、というのはあり得るのかなと気がしておりま

す。ですから、凄く頑張った。でも、そういう町に出歩く機会が少ないところで、

特にコロナの影響が特別に大きく出た地区と考えられるので、そのコロナ補正を

しても目標値には達成しなかったですが、でもＢだよねという自己評価は有りだ
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と思っております。 

皆様方、如何でしょうか。ご意見いただければと思います。 

ちなみに、他の自治体の例を見ると、結構そういうご意見をいただいておりま

して、「Ｃではないでしょう。」「結構頑張ったでしょう。」その場合には、コロナ

補正値ってないのですけど、Ｃは自分たちが付けずＢ評価しているところもあり

ます。これは我々の自己評価であります。いかがでしょうか。何なりとご意見い

ただければと思います。 

では、中平先生お願いします。 

 

＜中 平 委員＞ 評価については僕もそんな大きな違いはないかと思いますが、先ほど松本先生

がおっしゃいましたＣ評価つけたところは、やはりもう少し具体的に対応策を考

えなければいけないのかと思っていまして、今はこの評価表でも、特に久居地域

だとルートごとの利用計画が大きく異なっておりますので、このあたり事務局の

ほうでどのルートがどういう影響を受けたのか、コロナの影響をどの程度受けた

のかは把握されているかと思いますので、それを詳細に把握しつつ本当にコロナ

の影響なのか、あるいは路線の変更による減少なのか違いをもう少ししっかりと

把握されて、今後の計画の修正に盛り込んでいきますよと書いた方が良いと思い

ます。特に、高校生の通学が減ったであるとか、温浴施設の利用が減ったとかが

あったのですが、少し読んでいて本当にコロナで減ったのか、路線変更で減った

のか、というところがまだきっちりと捉えられていないのかなと少し感じてきた

ので、その当たりも先ほど松本先生からもありましたように、各路線の数値とか

傾向みたいなところをできれば、委員の皆さんに知らせていただければ事前に把

握できたかなと思います。今後、可能であればそういったところもデータとして

いただければと思いますので、参考意見として述べさせていただきます。 

 

＜阪 野 委員＞ 公募の阪野と申します。民生委員をやらしていただいておりまして、この２ペ

ージの一身田白塚地区、この地区の実際民生委員、我々の協議会２５名居るので

すが、その内２０名の民生委員が試乗体験させていただきました。その時に実際

乗ってみえる方の意見を聞かせていただきました。自分たちはどのように考えて

みえるか、という意見を取りまとめてきました。それで、その中で、まず、我々

の民生委員のほとんどが車を乗る人ですので、私らコミュニティバスは乗らない。

知らないという人もおりました。そういう中で評価自体が乗車率だけで評価が出

ているようなのですが、我々も地区で実際乗ってみましてもＢ評価が出て、Ｃ評
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価と違うかなと思うぐらいです。この数字を伸ばすというのはなかなか難しくて、

皆さんにいろいろと意見を聞いてみると、「やっぱりＰＲ不足。」「コミュニティ

バスって何。」「何か小さいバスが走っているな。」と言うだけで、これをまずも

っと改善していかなだめじゃないか。ＰＲ不足というのが一番大きな意見じゃな

いかと思います。実際使ってみえる方に対して意見を聞きますと「こんなありが

たいことはない。」例えば、「今まではバスが走ってなかったので、病院へ行くの

にタクシーを呼んで走っていた。それからルート改善してもらって、コミュニテ

ィバスが走るようになった。」とシルバーエミカを持っている方でありましたの

で、毎回無料で、こんなありがたい制度はないとお褒めもいただいております。

実際に運転してみえる方ですと、それじゃ運転免許を離された時に乗りますか。

「乗りません」という答えが出ている人がおります。それじゃどうするかという

と「周りが車を持っているので何とかなるだろう。」というようなことで、やは

りＰＲというのが一番大事じゃないかと思います。それで、私が乗ったときに２

～３聞いてみたのですが、まず、驚きましたのが、例えばイオンの店長さんにお

話しを聞きました。細かいことは知らないようです。私たちは事業主催者じゃな

いとおっしゃっていました。店員さんに聞いても「何かバスが走っているな。」

というようなことで、やはりもう少し、コミュニティバスの制度自体をもっと広

めていかないと、数字には繋がっていかないのではないかと思います。 

極一部の意見なのですが、実際乗ってみるといろいろなことが見えて来たと

いうことで、よかったなあと思っています。 

 

＜松 本 会 長＞ ご指摘・ご意見ありがとうございます。おっしゃられる通りだと思います。 

良いヒントをいただいたと思っております。 

１点目は、中平先生のＣ評価に関しては、この利用減少が再編の影響かコロナ

の影響かを見極める必要がある。おっしゃられる通りだと思います。Ｂに関して

はひとまず切り分けて、出来ておりますので、コロナの影響だという前提だと思

ってＢになっておりますので、それはＯＫ。Ｃに関しましては、切り分けが出来

ていないことですから、そこを見極めるというのを付け加えるのが１つ。 

もう一つは、ご指摘いただいたようにＣ評価のところに関しては、ＰＲの強化

を「Ｄｏ」に入れる。今の表現ですと「ＰＲの必要な取組を検討し」と書いてあ

るので、そうじゃなくても「ＰＲは絶対にやる」というような表現にする。 

この２つがヒントかなと思っております。 

細かな文言はともあれ、方向だけでも決まればと思っております。 
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＜事 務 局＞ 中平先生にご指摘いただいた部分ですけど、高校への通学需要であったり、美

里地域では温浴施設等の利用がかなり多い中で、コロナウイルスによる影響が 

そちらは多かったと考察をしているのですけども、なかなか停留所毎の利用者数

を見たりですとか、減少している時期とコロナのまん延時期を重ねたりして評価

している中で、もう少ししっかりと検証して、例えば、コロナの影響をもう少し

たくさん受けていたというようなことがあればＢ評価という形で弁明を付けた

上で、評価を上げていくことに関しては、地域的には仕方ない部分かなと考えて

おります。また、ＰＲの検討というところにつきましても、こちらはすべての地

域に統一した書き方にしている中で、先生がおっしゃるようにＣという評価を付

けた以上、しっかりと実行力もってやって行くことが必要だと思いますので、そ

ういった内容に修正させていただきたいと思います。 

 

＜松 本 会 長＞ 一点目は、評価を変えるのか。実際にはバス停ごとというのは難しいとは思

いますが少なくとも切り分けるということは検討する。評価はＣのままでいいで

すかね。 

そうしないとＰＲも全部ＢになったらＰＲも同じですよね。ＣはＣのままで

ということでよろしいでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ はい、その方向です。 

 

＜松 本 会 長＞ 今のことをまとめますと、詳細の文言はともあれ、Ｃに関しては利用者の減

少がコロナの影響が大きかったのか、再編の影響が大きかったのかを見極めると

いうと解釈できないのでそこは探るとともにＰＲは増す、ＰＲは強化するという

方向で修正させていただくということにしたいと思います。 

        ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

 

＜鈴木委員＞  中部様式の方なのですが、第三者評価委員会で説明していただくとともに、そ

の後中部運輸局のホームページで公表して、他の審査が津の協議会としてはこう

いう取り組みをしていると、この資料だけで分るようにしていただくということ

で、そういう意味では地区の考察が資料４の２の方でしっかり記載していただい

ているのですが、中部様式の方では地域に関する考察が載ってないものですから

ボリュームが多いので、全部考察を入れていくのは難しいと思うのですが、ちょ

っとだけでもピックアップして中部様式の方に考察の部分も盛り込んでいただ
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きたいと思います。 

 

＜松本会長＞ ありがとうございます。これはせっかく国に出す方で考察を書いていただいて 

いるのでピックアップして中部様式にも加えて下さい。それからアクトのところ 

も今いったようにＣ評価に関してはＰＲを強化するということですので、特に利

用が大きく減少した地区においてはＰＲを強化するといった表現を加えていただ

くといいかと思います。その他のところにここの観点ですね利用者が大きく減少

した地域においては再編の影響かコロナの影響かを探るというのも加えます。そ

うすると国に出すものと中部様式の整合が取れると思います。 

その他、いかがでしょうか。 

特にご意見無いようでございますので、まとめますとＡ・Ｂに関してはこのま

んま。そして、Ｃに関しましては繰り返しになりますが、利用減の理由をコロナ

か再編かを探るという点を加える。それからＣに関しては、ＰＲの強化を「Ｄｏ」

にする。検討では無く「Ｄｏ」にする。それに伴いまして、中部様式の８ページ

のアクトのところにも利用者が大きく減った地区においてはＰＲの強化を明記。

それからその他のところで、ここも同じように利用者が大きく減ったところにつ

いてはその影響が何なのかを明らかにする「探る」というのを書き加えます。プ

ラス、７ページのところでチェックしていただいていますが、ここに考察が書か

れておりませんので、国に提出するＡ３横長のところで考察をしっかり書いてい

ただいておりますので、この抜粋版を加えていただくという修正を前提にご承認

いただくということでよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。特にご異議ないようですので、その形でご承認

いただいたということにさせていただきます。詳細の文言はすみません事務局一

任とさせていただければと思います。  

今回、津市さんは第三者評価に行かれるのでしたか。ということなので、ここ

では事務局が代表で第三者評価に行っていただいて評価を受けるということに

なります。その結果は、また報告を受けることになりますが、我々が評価を受け

るということになりますので、そこをしっかりご承知おきいただければと思いま

す。ありがとうございました。 

では５番「自主運行バス及び津市コミュニティバス運行事業に係る数値目標

の設定」について、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事 務 局＞ それでは、事項５「自主運行バス及び津市コミュニティバス運行事業に係る数
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値目標の設定」についてご説明申し上げます。 

【資料５－１】をご覧ください。 

第２次津市地域公共交通網形成計画においては、自主運行バスを含む一般路

線バス及び津市コミュニティバスの維持を事業の一つとして掲げており、本事業

は市民の生活におよぼす影響が大きいことから、そのサービス水準について、毎

年度個別に評価することとなっています。 

このほか、津市が運行計画の決定を行うことができる自主運行バス及び津市

コミュニティバスは、さらに１便当たり利用者数について数値目標を設定の上、

その達成状況を評価することとなっておりますことから、今回は当該数値目標の

設定に関してご協議をいただきたいと思います。 

なお、本日事務局の案として具体的な数値目標をご提案させていただき、皆様

からのご意見を受け、修正したものを次回、第４回協議会においてご承認をいた

だきたいと考えております。 

それでは２ページ目をご覧ください。 

数値目標設定の考え方についてご説明を申し上げます。 

事務局案といたしましては、１便当たり利用者数について、２つの指標を作成

した上で、その達成状況に応じて段階的に評価し、改善に向けた取り組みを行い

たいと考えております。 

１つ目の指標は、運行目標値であり、現行のルートをより多くの方にご利用い

ただき、地域交通の１つとして定着させるために目指すもので、１便当たり利用

者数３．５人としております。 

運行目標値の根拠としまして、中段の表をご覧ください。 

表は津市コミュニティバスの利用者数を表しており、新型コロナウイルス感

染症の影響や再編による運行日数の減少の影響を受け、近年利用者数は減少傾向

にあります。 

このような中、まずは感染症対策と利用促進等により減少した利用者を取り

戻すことを目的とし、感染症の影響がなかった令和元年度の利用者数を現在の運

行便数で割って算出した、一便当たり利用者数３．５人を各ルートの目標値とし

て設定いたしました。 

２つ目の指標は、運行維持基準値であり、現行のルートを維持する上で達成す

べきもので、１便当たり利用者数を２．０人としております。 

運行基準値の根拠としまして、【資料５‐１（別紙）】をご覧ください。 

事項４でもご説明をさせていただきましたが、津市コミュニティバスの多く
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のルートは国からの補助金をいただいており、運行の継続に当たっては、当該補

助金の活用は必須となっております。 

当該補助金には利用状況に関して、補助の対象基準が設けられており、輸送人

員を運行回数で割って算出した１回当たりの輸送量が２人以上であることが補

助の対象となります。 

なお、運行回数については、往復運行と循環運行とで数え方が異なり、例えば

資料左側の図の久居南・雲出ルートであれば、「イオンモール津南」から「三重

中央医療センター」まで運行し、「三重中央医療センター」から「イオンモール

津南」まで再度戻ってきて１往復で１回の運行となります。一方で資料中段右側

の河芸南・一身田・白塚循環ルートであれば、「河芸総合支所」から「白塚駅西」

等を経由し、「河芸総合支所」に戻ってきて１循環で１回の運行となります。 

したがいまして、往復及び循環の両方の運行で補助基準を満たすためには１

便当たり２人利用者があれば良いということになりますので、補助金の交付を受

けながら、安定して現行の運行を維持するための基準として、１便当たり利用者

２．０人を運行維持基準値としたいと考えます。 

【資料５‐１】に戻りまして、３ページをご覧ください。 

運行目標値及び運行維持基準値の達成状況に応じた取り組みの想定について

順にご説明を申し上げます。 

⑴の運行目標値を達成した場合は、地域交通として更に定着するよう引き続

き利用促進を継続いたします。 

続きまして、⑵の運行維持基準値を達成したものの、運行目標値を達成しなか

った場合には、利用者の意見を取り入れたルートの変更等も含めた利用促進を実

施いたします。 

最後に⑶の運行維持基準値を達成できなかった場合には、まず、地域公共交通

あり方検討会などを開催し、当該ルートに対しての地域の考えを伺いながら、利

用促進に合わせ、減便等の事業の縮小を伴う見直しについて検討していきます。 

なお、１便当たり利用者数が１．０人に満たない場合は、現行の運行に代わる

新たな公共交通の導入についても検討いたします。 

【資料５‐１】についてのご説明は以上です。 

続きまして、【資料５‐２】をご覧ください。 

こちらは令和３年４月から９月までの半年間の自主運行バス及び津市コミュ

ニティバスの１便当たり利用者数の実績であり、先ほどご説明をいたしました運

行目標値及び運行維持基準の達成状況を表しています。 
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なお、当該資料における１便当たり利用数の算出に当たっては、事項４の補助

事業の評価の際と同様の方法で算出したコロナ補正値を用いております。 

積算の詳細については【資料５‐２（参考２）】をご確認ください。 

続きまして、【資料５‐２（参考１）】をご覧ください。 

こちらは、【資料５‐２】に半年間の各ルートでの最大乗車数を重ねたもので

す。再編後の各ルートにおける必要な車両の乗車人員を確認できる資料となって

おります。 

事項５「自主運行バス及び津市コミュニティバス運行事業に係る数値目標の

設定について」のご説明は以上ですが、本事項につきましては、ご説明させてい

ただきましたとおり、今回はご提案という形をとらせていただきます。 

本事項に関するご意見につきましては、この場に限らず、本日お配りいたしま

した意見シートにて、１月３１日まで郵送等でも受け付けさせていただきます。 

返信用封筒をご用意しておりますので、御入用の方は、お帰りの際に事務局ま

でお声かけ下さいますようお願いいたします。 

以上です。 

 

＜松本会長＞ はい、ありがとうございました。今日決めるわけでございませんので何なりと

ご質問ご意見等をいただきながら、結構複雑な難しい内容もございますのでお持

ち帰りいただいて、その後お気づきの点等々あれば、別途書面でいただければと

いうことでございます。メールとかでもいいですよね。ということです。まず、

ただいまの説明に対しましてご質問ご意見、あるいは今もしご意見がありました

ならお聞きしたいと思います。 

はい、ではお願いします。 

 

＜伊 藤 委 員＞ よろしくお願いします。 

人口がこれからどんどん減少していることには歯止めが利かないかなという

中で、公共交通の利用者は想定を大きく減少する方に行くのではないかいうふう

に思われるのですが、お配りいただいております、今日いただいた地域公共交通

確保維持事業の【目標値】という表なのですけど、それと計画書の抜粋の中にも

書いてございますけど、運行日数の減少、もう一つは新たな地域の運行の中で、

それらを合わせて全体的には増えるのだという見方で良いのかと思うのですが、

目標値の中の運行日数の減少に伴い減少する利用者の人数を見ると、7,800人の

方に影響があるという記載なのですね。新たな４つの地域のルートに増加が見込
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める。トータル2,500人ぐらいの方が増えるのだろうというふうな書き方だとい

うふうに思うのですが。こんなにうまくいくのでしょうかね。冒頭に地域住民さ

んの意見を取り入れて今後もルートの変更なんかも検討していきたいとご返事

いただいたと思うのですが、皆さん昨年の１０月の半ば頃にＮＨＫのクローズア

ップ現代、この中で公共交通の減便についてのテーマで、放送があったのだと思

うのですが、見られた方はいらっしゃいますでしょうか。この中で菰野町の取組

が放送されていました。ここも結構山間部で利用者がどんどん減ってきていると

ころですけども、ルートが沢山ありすぎて、利用しにくい。特にこのテレビの中

で放映されていたのが高等学校に通う生徒さんが通常のルートで来る場合に、最

初のバスに乗ると学校に早く着きすぎてしまう。一本後のバスで来ると遅刻して

しまう、だから仕方なしに４０分かけて自転車で通っているのですよ。そんな中

で菰野町さんが検討したのは、需要の少ないところを廃止して、その資源を増便

に当てたところ利用者が増えてきた。 

もうひとつ、先程の運行日数を減らすことによって 7,800 人の方に影響が出

てくるのであれば、菰野町さんはこの減便、あるいはルートの廃止によって空白

になったところについては、デマンドタクシーを配置したということでございま

す。タクシー会社さんもこれまで大変経営に苦慮されていたのですが、デマンド

タクシーを運行するに当たって経営が安定したのだと言っていました。更には、

高齢者の方が利用しやすいように、町と通信会社さんで専用のアプリを作って、

どこの始点からどこまで行くのか登録だけで利用できるものを開発し、さらには、

高齢者が簡単にスマホを使えるようにスマホ教室を各地で開いている。こんな放

送がありました。ぜひとも、7,800人の方に影響が出るのであれば、新たな何か

を検討していただければなというふうに思います。 

以上です。 

 

＜松本会長＞ はい、ありがとうございます。 

これから人口は減って行く中で、このような数値目標を達成するのも難しく

なってくる可能性もあるのではないか、それに対する対応策とういことで、今一

つのご提案いただいたということかと思いますが、何か事務局ございますか。 

 

＜事 務 局＞ はい、こちらの方は今回コミュニティバスの再編、一つはその役割分担という

項目があったと思います。確かに日数は減っている部分はあるのですが、運行の

効率化、三重交通と路線が重複している部分、こちらに関しては申し訳ないです
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が三重交通の方を利用してください。ただ、急には、という形で週1便を残した

という経緯がございます。そういった影響も確かに利用がそちらにすべてが移っ

たのかどうか分かりませんが、一つの日数の減数という中には含まれております。

今回の再編の大きな目的は公共交通を維持していこうと、その中で、費用面・予

算面・財源の確保も含めて、合併以来、初めて大きな再編を行って、まず運行し

てみようという結果が一年間走らして見えてくる状況になっています。そういっ

た中で、日数の部分でコミュニティバスの利用者が減ったという状況になってい

るのがこちらの推測の数値になっております。 

 

＜松本会長＞ はい、利用者数に関しては予測としてはそういうことでございますが、今後、

更に増えていって、基準を下回った場合、空白地が出てくるとそういう空白地域

への対応として、菰野町のような例もあるのではないか。ということなのですが、

それは将来的な話として、事務局では必要に応じて検討するということに なっ

ているところですか。それがこの３ページ（３）②になるのですかね 

 

＜事 務 局＞ そうですね、「新たな公共交通の導入」、菰野町も導入していますデマンド的な

運行、法律的な部分の話が出てくるかなと考えております。 

  

＜松 本 会 長＞ はい、ということでございますので、そういう意味では、今、伊藤さんのご指

摘がこの基準の設定によってかなり必要性も変わってくるかと思いますので、そ

ういう意味ではここの数値の設定は慎重にご検討いただければという気がして

おります。ちなみに、その番組を見てないですが、一般的にオンデマンドという

ことで、今、日本中でいろんなアプリを使った配車の仕組みの実験が行われてい

ます。現状その中でご高齢の方々にうまく使われている例は殆んどないというの

が現状だと思っております。殆どの高齢の方はスマートホンを使えませんし、今、

公共交通が必要とされている方々は、電話での予約になっているのが現状でござ

いますので、テレビの報道をうのみにすることなく、やはり我々は現実を、実際

の現場を見ながら何が必要で、どういう手立てが考えられるかというのをしっか

りと皆さんと検討していきたいなという気はしております。 

ちなみに、電話さえも億劫だと言われる方もおみえです。耳が遠いので電話で

予約するのさえ億劫なのだという方もおみえで、簡単に予約だからいい、自分が

好きな時に予約出来ればいいというわけでもないということ。そういう方々から

してみると定時定路線でいつも決まった場所に来てくれる、週に 1 便でもいい
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から来てくれてありがたいという声になることになります。その他、この基準に

関しまして今のうちにご質問ご意見等ありませんか。 

はい、竹田さんお願いします。 

   

＜竹 田 委 員＞ 直接的な利用者を確保するという点では、こういう方策がやむを得ないと思

いますけども、ただもう少しそのＰＲを必須条件だと言われておりますし、ただ

理解を得るだけではなく、もう少し、公共交通に対して理解を深めていただくよ

うなアピール。あるいは、公共交通の良さをもう少しアピールしていく。そうい

う意味では、この協議会もそうですけど、縦割りの行政で国土交通省所管になっ

ているわけです。だから今たとえば地球環境の温暖化の危機だと言われているよ

うな問題で、環境問題にスポットを当ててみますと、今までは公共交通業者に対

して何十倍と環境に優しい交通手段だということでアピールしてきたわけです

よね。しかし、今やそれでは公共交通そのものが排出者になっているわけで、そ

れを例えば、軽減するために電気自動車化をどうするのかという議論も一つ検討

に加える。そういった意味で、市民からの協力、募金の協力だとか企業だとか事

業者に対しての協力を得て、まず、津市で電気自動車のコミュニティバスを走ら

せる。そのことによって市民の認知度も高まると思いますね。そういう環境面も

今非常にクローズアップされておりますし、市民の関心も高いし、そういう取り

組みも必要になってくるのではないか。でないと市民の感覚から見れば活性化協

議会でいろいろと議論されて、ずいぶん努力しているのだなっていうことは全然

見えてこないのですね。 

何か三重交通やその他の事業者がやっているような感覚で、市民から見れば

遠い存在のところで走らせているようです。私が主催している「ぐるっと・つー

バス」という100円バスがあるのですけれども、これですらＮＰＯがやっている

のだという認知度で、もう２０年近く走らせているのですけど、今でもそういう

認識なのです。 

だから、そういう点では事業者や市民からの希望で、例えば津の電気自動車１

台をまずどこかで走らしてみるという試みも、やることによって地域公共交通の

市民の認知度も高まるし、それじゃ一度利用してみようかというようなこともあ

りますし、環境に関心持っている人は今まで車を使っていたけど週に一回だけは

バスを乗りましょう。電車に乗りましょうというような、そういう形に発展して

いけば一番良いかなと思います。是非、そういう他方面のことも含めてバックボ

ーンを広げていく状況を是非検討してみる必要があるのでないかというふうに
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思います。以上です。 

 

＜松 本 会 長＞ はい、ありがとうございます。 

利用促進の一方策ということでご提案いただいているかと思います。３ペー

ジのところでいうと「（１）３．５人以上で～ＰＲ等の利用促進を継続する。」と

いうことになっておりますが、その中で公共交通に関心を持ってもらうために、

乗り物自体を例えばＥＶというようなお話しがありましたが、そういった世間か

ら注目をあびるようなものにしていただくというのも一つの方策だろうという

ことだと思っております。特に地球環境問題は富に大きな社会問題で関心を寄せ

ておりますので、そこに合わせた形で車両の更新とあれば、確かにそうですね、

私も大賛成ですけど、それは今回の評価に関係なく、是非、事務局でも検討いた

だければと思っています。ちなみにそんなことを検討されていますか。三重交通

さんも後でお聞かせください。 

 

＜事 務 局＞ 環境対策で電気自動車というようなことは、今のところ特に検討はしており

ません。 

 

＜松 本 会 長＞ 何か考えていけると良いですね。急には無理だと思います。簡単に出来るもの

ではないし、車両の更新の時期に合わせていくとか、あるいは環境省の補助を貰

いながら何か新しいことにトライするとか、そんなのがやれると良いと思います。

三重交通さんの環境対策は何か、どんな取り組みをされているのか、今後の予定

があれば教えてもらえますか。川端さんお願いします。 

 

＜川 端 委 員＞ 環境対策としては、正直進んでいるとは言い難い部分はあります。安全面に

関しましては、例えば運転手が急遽体調不良になった時にお客様がボタンを押し

ていただくような安全装置。今後法律でもなっていくと思うのですけれども、新

車導入に関しましてはそういう部分を取り組んでおります。あとはオートマ化と

かそういった部分は進んでいますけれど、なかなかハイブリットとか導入はして

いるのですけど、マイカー程燃費に繋がっているというようなデータまでは出て

ないような状態でございます。 

 

＜松 本 会 長＞ はい、ありがとうございます。簡単にＥＶ化とか、ＦＣＶ化って進むものじゃ

ないですよね、そう思っています。技術の進展と普及、さらにそういう車両が供
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給されないとなかなか難しいと思っておりますので、徐々にその他をやりながら、

そして、竹田さんが言われるようにそういう車両が出て来た時に、すぐに津市と

して手を上げて「ハイ、それを使います。」と言ってもらうとそれがＰＲになっ

て、効果になっていくかと思いますので、是非アンテナを張っておいてください。 

ちなみに他の自治体では、個人的には賛成ではないですけど、ＥＶバスをある

自治体さんが入れて、大々的にＰＲをして、市民の方々からは「おおＥＶバスだ。

電気で走る。」ということで好評を得る人もありますし、他にもいろんな形で環

境対策の取り組みを行えておりますので、アンテナを張っていろいろ取り組んで

いただければと思います。どうも竹田さんありがとうございました。 

その他、数値評価に関しまして何かございますか。 

 

＜岸 野 委員＞ 自治会連合会の岸野と申します。 

私が住んでいるのは美杉町でして、この数値目標の３ページの（３）が一番関

心あるところです。私も自治会で美杉の会長をやらしてもらってから、ずいぶん

連合会を中心に地域公共交通のあり方検討会というのを開催しまして、なかなか

これはといった方策も出ないまま令和３年度から週３回運行に乗車人員が少な

いのでしょうがないということで合意をしたような次第です。ただ、この中でや

っぱり利用者についていうならば、高齢者の人が大半です。やっぱりそういった

人の意見も把握するためには、民生委員さんの声ももっと聞いてほしいなと思い

ます。実は先月も美杉の連合会の会議がありまして、コミュニティバスが減便に

なったので不便だとか、それからこの協議会で承認いただきましたデマンドタイ

プのバスにしても町内でしか運行できないから不便だなあという意見もありま

した。ただ、それを言っているのは多分自分も運転出来る。高齢者の人がかわい

そうだなあというふうに感じてみえるような雰囲気もありますし、私は昨年から

申し上げておるのは、自分の体を運行にあわせてみるのも必要じゃないですかと

いうこともいろいろと言わせて貰っています。高齢者が対象ですので、福祉の面

も含めてこれから考えていきたいなあと思っていますし、そうしていかないとい

くら数値目標で先ほどのＣということでありましたけど、人口減少もありまして、

解消は難しいのだろうなあというふうに感じさせて貰いました。これまでの経過

がわかりませんので、ちょっと的外れになったかもわかりませんけれども、その

ような取り組みをしておりますので、ご承知をしていただきたいと思います。 

 

＜松 本 会 長＞ はい、ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思いますが、このいまの
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は、地区によって利用状況というのが異なるので、一律にこの１とか２とかそう

いう数字でいいだろうか。利用が少ないですが真に必要とする少なからずの人達

がおみえかなと思っております。確かに数値を設けますと、そこが冷酷にその数

値で判断されていって、本当に必要な方々を切り捨てていってしまうことにもな

りかねません。ここは我々にとって凄く責任重大な決定をしなくてはいけません

ので、今言われたような観点も含めて、また、お持ち帰りいただきながらご意見

をいただければというふうに思っております。 

それからそういう意味では②番、先ほどの３ページ（３）の①・②ですよね。

ここを本来であれば、ある程度の道筋をつけた上で数値を設定して、ここのとこ

ろに行ったときにはこういった形で皆さんの足はちゃんと移動を確保できます

よというような。そうすると我々も安心感があるかな。もちろん地域の方々にと

っても安心感があるのかなという気がしますので、実はこの数値設定だけではな

かなか決めきれないかもしれませんね。 

はい、ありがとうございます。その他に如何でしょうか 

岸江さんお願いします。 

 

＜岸 江 委 員＞ 県の交通政策課の岸江と申します。よろしくお願いします。 

先ほどからもお話しに上がっていました３ページの②のところでもお書きい

ただいています通り、地域の住民の新たに公共交通の導入というところですが、 

やはりコミュニティバスをしっかり使って残していただくことが一番いいこと

だと思いますがそれだけでもなくて、そこに向けて新たに接続することで、コミ

ュニティバスの利便性が高まることも有りますので、また、新たな公共交通の導

入をご検討される際には、是非、情報共有をいただければと思います。県として

もこういった交通空白地域等への新たな移動手段の確保に向けた支援としたモ

デル事業の費用支援ですとか、勉強のための専門の方の派遣とかをわずかながら

ですがさせていただいておりますので、そういった意味でも共有させていただけ

ればありがたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

  

＜松 本 会 長＞ はい、どうもありがとうございました。新たな仕組みを考える際には、県の方

もいろいろとご支援いただけるということでありました。ありがとうございまし

た。 

中平さん、よろしくお願いします。 
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＜中 平 委員＞ 数値目標の設定は、僕もこの段階で考えるのは難しいかなと思っていまして、

もう少し議論が必要かなと思うのですけど、少なくとも、例えば皆さんが、３ペ

ージの（３）当たり、「１人～２人」或いは「１人未満」の移動といったところ

が、公共交通前提に考えられているところがあるので、利用者の方からしてみれ

ば公共交通でなくても良い。福祉的な輸送もあればボランティア的な輸送もある

ので、あまり少ない所を公共交通で走らせるのは逆に現実的ではないのかと思わ

れますので、その当たりの文言も付け加えた方が良いかなというふうには思って

おります。以上です。 

 

＜松 本 会 長＞ はい、ありがとうございます。いろんなモードがあるのでということですね。

その辺事務局の考えとしていかがでしょうか。 

 

＜事 務 局＞ 今までいろいろとご意見いただきましてありがとうございます。 

今回ここではコミュニティバスと自主運行バスの評価を考えていこうという

ことで、数値目標ということで議論をいただいております。先ほどからご意見が

出ていますように、これまでも公共交通の課題として、コミュニティバスでどう

しても対応できないところの地域の方や市民の方をどうするのか、移動手段とし

ての総合的な考え方をどうするのかという課題がございました。津市としてもコ

ミュニティバスはコミュニティバスで有効な手段として考えてこれからも評価

はしていきますけれども、もっと考え方の幅を広げて、移動手段の確保というこ

との中で市として総合的にどういうことができるかということを今後検討して

いかなければならないということで、そういう場のスタートを切りかかったとこ

ろでございます。今後またそういう場で出てきた内容等を活性協議会でも協議い

ただくこともあろうかと思いますので、その節にはよろしくお願いしたいと思い

ます。 

以上でございます。 

 

＜松 本 会 長＞ はい、どうもありがとうございます。おそらくその辺が見えてくると、今回は

いわゆるバス型の運行としての評価基準ということで設定はしやすいという気

がしますので、またぜひそういったあるところが見えてきた情報を共有いただけ

ればと思います。ありがとうござい。その他いかがでしょうか。 

 

＜ 谷 山 委 員＞ コミュニティバスということで、ここにみえる方は多分私も含めて、自分で
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運転できる方ばかりだと思うのです。実態として、自分が歳を取った時に、車の

免許は返してしまいました、かと言って病院へは行かなくてはならない、という

時に、私は別に毎日走ってもらう必要はない。という意見の方もみえれば、私は

買い物に行きたいから２日に１回は走ってもらわないと困るという方もみえる

ということで、今現在の利用者の方を中心に、どれだけ使っていただけるかを中

心にして考えるべきで、人数がこれだけないと国の援助がないとか、それは凄く

大事だと思うのですが、もう一度思い切り下までさげて、その辺の需要を確認す

る必要があります。そこの地区で１日１回病院へ行ければ良いよという人は、利

用者１０人の内の８人いるのだから１本走って８人、多数決で済むのではないで

すけど８人救えるわけですから、あと２人をどうやって救うのかという考え方で

やれば良いという話です。かといって大きな路線を走る津南まで行きましょうと

いう路線だったら、これは毎日走らせても乗る人が多いから十分ペイ出来るでし

ょうとそういう考え方も出てくるし、そこのところをもう一度、根元から見直す

というところを一つの利用の頻度が上がるというか、無駄なものが走ってないと

ころを再度見直すというので、もう一度その方がＰＲになると思うのです。あな

たがなるべく希望するようにするから希望を出してくださいというふうに言え

ば、私の思ったものじゃないと怒る方も見えるかもしれないけどそれでもまるっ

きり知らないとか、知っていただけるということの方が大事だと思うので、そう

いう方策から入っていくのも一つの考え方というか、そういう切り口もあるのだ

ということもありますので、そういう面も少し考えていただけるといいのかなと

いうふうに思っております。以上です。 

 

＜松 本 会 長＞ はい、ご提案ありがとうございます。 

おっしゃられる通りだと思っておりまして、特に利用者が少ないところに関

しては、需要を予測するものではなくて数えるものだとよく言われています。従

って、地域に入ってどの方が「いつ」・「どこに」行きたいかを数えれば、それで

十分バスになるか、タクシーになるか、ともあれ分かると言われております。そ

ういうそれにふさわしい地域もあるのは事実だと思っております。 

一方で、なかなか集約できないような地区もあり、あるいは、本当に都市部の

ようにより多くの方々が、「いろんな目的で」「いろんな時間帯で」動くといった

ところもあって、その地区のレベルによってだいぶ違ってくるなと思っています。 

いずれにしても津市の場合は地域公共交通網形成計画を策定する際に地域の

中に入っていきながらいろんな地域の方のご意見を聞いていただいています。そ
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の結果が今回の再編につながっていると理解しています。どれだけきめ細やかに

なったかはありますがおおむね今言われたような方法でやってはいると思いま

す。ただ、やはり我々地元含めですけど年を経るごとによって移動範囲や移動の

目的も変わっていきますよね。特に地区でもまさにご高齢の女性が定常的に使っ

ていたのが残念ながら体を壊してしまって一気に利用ができなくなってしまう、

そういう変化も出てきたりしますので、ずっと利用いただける路線の設定という

のは難しいとも思っています。事務局としてご意見に対して何かありますか。 

 

＜事 務 局＞ 松本会長から言っていただきましたけど、今回地域で違っていた運行をまず

買い物や通院、日常生活に必要と思われる週３日、一日４往復に見直したことに

なります。その運行状況をみて先ほど言われました少ない地域に関してはそれに

あった運行内の地域の方と検討していく方向にされていく形なのかなという考

えであります。 

 

＜松 本 会 長＞ 今お配り頂いた資料の４ページ「地域公共交通あり方検討会について」とござ

いますので、こんなのがしっかりと機能するようになっていけば本当に地域にふ

さわしいような移動手段ができてくると思っています。ただ先ほどから皆さまお

っしゃったように多くの方は公共交通に無関心です。自分のそばにどんな路線が

走っているか、自分のそばのバス停名さえ知らない方がほとんどです。なぜか、

困っていないから。ということで地域の方々に考えていただくという組織を作る

ことはなかなか難しいのですが、これからは全部行政がやっていくという時代で

はありません。ぜひこういったところで、あり方検討会のようなものが実質的に

動くような仕組みをみなさんとともに考えてくことができればなと考えており

ますし、ぜひそのときには地域の方のお知恵を拝見できればと考えております。 

ありがとうございました。 

すみません、ちょうど２時間になってしまいましたので先ほどありました目

標に関しては別途ご意見いただけることになっておりますのでこのへんで打ち

切りたいと思いますがこれだけはというのがありましたらお聞きしておきたい

と思います。よろしいですかね。 

みなさん、まだ気になることあるかと思いますがこの紙、あるいはメールで気

づいた点お寄せいただければと思います。それから冒頭に意見交換する場を設け

たいと思いましたが時間が来てしまったので今日は割愛させていただきます。 

次回以降また時間があれば公共交通について意見交換できるようなことをし
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たいなと思っておりますのでご承知おきください。 

ありがとうございました。 

以上で、予定の議題はすべて終了となります。皆さまのご協力に感謝いたします。 

それでは事務局に進行をお返しします。 

 

＜事 務 局＞ 長時間にわたりご協議いただき、ご承認いただきありがとうございました。協

議の中で議論の内容の提案、評価表の改善点の文書の修正等ご意見いただきまし

た、その方向で修正した上で進めさせていただきます。次回、第４回協議会は、

３月頃の開催を予定しております。詳細な日時につきましては、改めて文書にて

通知させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これをもちまして、令和３年度第３回津市地域公共交通活性化協議

会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


